
重点地区の名称 区　　　　　　　　　　　　　域 変更内容 変更理由、備考

秦野駅周辺
環境美化重点地区

【北口】
秦野駅北口広場＋歩行者専用道（湧水周辺）＋市道８２号線
（まほろば大橋含む）＋市道６５０号線（同駅北口広場に接
する区間）＋市道６号線（秦野橋～平成橋までの区間）
【南口】
秦野駅南口広場＋市道８６号線（市道７３４号線との交差点
までの区間）＋市道７３２号線（尾尻９３１に接する区間）
＋市道７３４号線（尾尻９３１、９３２に接する区間）

南口駅前広場と
その周辺道路を
追加

南口駅前広場開設のため。

渋沢駅周辺
環境美化重点地区

【北口】
渋沢駅北口広場＋県道７０６号線（国道２４６号交差点まで
の区間）＋市道８４号線＋市道８６６号線（北口広場から県
道７０８号線差点までの区間）
【南口】
渋沢駅南口広場＋市道８９号線＋市道１５号線（県道７０８
号線交差点から曲松１丁目１－１２前面までの区間）

南口駅前広場と
その周辺道路を
追加

南口駅前広場開設のため。

東海大学前駅周辺
環境美化重点地区

東海大学前駅南口広場＋市道９号（同広場に接する区間）＋
県道６１４号（同広場に接する区間）＋同駅北口ロ－タリ－
＋市道６５線（同駅北口ロータリーに接する区間）

南口駅前広場を
追加

南口駅前広場開設のため。

秦野市ごみの散乱防止等に関する条例で定める環境美化重点地区の一部変更について

　秦野市ごみの散乱防止等に関する条例により、空き缶、吸い殻等の散乱並びに犬その他愛玩動物のふん等による汚染の防止を特に必要
と定める区域を環境美化重点地区、不法投棄の防止を特に必要と認める区域を不法投棄防止重点地区として指定することができると規定
しています（平成９年４月１日施行時に指定）。
　このうち環境美化重点地区については、条例施行時から現在までの間に現況と相違が生じていることから、次のとおり変更するもので
す。

環境美化重点地区について
　環境美化重点地区は、環境美化指導員（平成２７年現在３名雇用、１～２名ずつの交代勤務）が巡回し、ポイ捨て等の指導を行う区域
のことです。現在は４駅の広場を中心に美化指導員の巡回を行っています。

環境美化重点地区
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重点地区の名称 区　　　　　　　　　　　　　域 変更内容 変更理由、備考

鶴巻温泉駅周辺
環境美化重点地区

鶴巻温泉駅北口広場＋市道８号線＋県道６１２号（踏切前か
ら鶴巻北１－１－３前面までの区間）

変更無
現在計画中の南口広場は、供用開始に
併せて美化重点地区に指定します。

水無川緑地
環境美化重点地区

水無瀬橋から新常盤橋までの河川沿い遊歩道及び緑地部分
（約３．８ｋｍ）

桜橋～新常盤橋
の区間を追加

運動公園環
境美化重点地区

中央運動公園（こども公園を含む。）及びその周辺道路の歩
道

変更無

重点地区の名称 区　　　　　　　　　　　　　域

羽根林道
不法投棄防止重点地区

市営・羽根林道の全区間及びその沿線（約３．３ｋｍ）

秦野清川線
不法投棄防止重点地区

県道７０号・秦野清川線のうち、蓑毛橋から護摩屋敷ま
での区間及びその沿線（約１０ｋｍ）

不法投棄防止重点地区（参考）

(重点地区の指定及び秦野市環境美化指導員の設置)
第７条　市長は、環境の美化を推進するため、空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに犬その他愛がん用動物のふん等による汚染の防止を特
に必要と認める区域を環境美化重点地区とし、並びに廃棄物の不法投棄の防止を特に必要と認める区域を不法投棄防止重点地区として指
定することができる。
２　市長は、前項の指定をした場合において、環境美化重点地区における空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに犬その他愛がん用動物のふ
ん等による汚染の防止並びに不法投棄防止重点地区における不法投棄の防止に関する啓発、指導等のため、秦野市環境美化指導員を任命
する。
３　市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する重点地区以外の区域においても、秦野市環境美化指導員にその職務を行わせることが
できる。

遊歩道利用者増のため、重点地区を拡大。
管理については公園課の委託業者（シル
バー人材センター）による定期的な清掃が
行われているため、悪質な不法投棄等が
あった際に啓発巡回を行うもの。
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秦野駅周辺環境美化重点地区

従来の環境美化重点地区 

今回追加する環境美化重点地区 
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渋沢駅周辺環境美化重点地区

今回追加する環境美化重点地区 

従来の環境美化重点地区 
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東海大学前駅周辺環境美化重点地区

従来の環境美化重点地区 

従来の環境美化重点地区に駅

前ロータリーを追加するもの 
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鶴巻温泉駅周辺環境美化重点地区

鶴巻温泉駅南口広場計画地 

平成２９年度末完成予定 

将来的に重点地区に加えるもの 

従来の環境美化重点地区 

変更無 

6



水無川・運動公園環境美化重点地区

従来の水無川緑地環境美化重点地区 

水無瀬橋～桜橋 

水無川緑地環境美化重点地区追加部分 

（桜橋～新常盤橋間の追加） 

運動公園環境美化重点地区 

変更なし 

水無瀬橋 

桜橋 

市役所 

秦野駅 

新常盤橋 

中央運動公園 
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